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広報

No.272 今月の表紙写真

2015年

 10      月
皆様の益々のご健康とご多幸を祈念し

心より御祝いを申し上げます

総務課からのお知らせ ②

住民課よりお知らせ ②
マイナンバー通知カード等の申請書の郵送 ③

教育委員会からのお知らせ ③

中小企業等振興補助事業の募集 ④

夜間人権ホットライン ④

赤い羽根共同募金運動 ⑤

10月のカレンダー ⑥

今月号の主な内容

男 性 女 性 （　）内は前月比

世帯人

平成 27 年９月 1 日現在

315 171
169 146

（±0）

 （－1） （－2）

（－3）

平成27年度平成27年度

敬老祝賀会敬老祝賀会
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納め忘れがないか、もう一度確認を
税、使用料・手数料などは、私たちが安心して快適
な生活を送るための貴重な財源です。村民の皆様に
おかれましては、村税（村民税、法人村民税、固定
資産税、軽自動車税、国民健康保険税）、介護保険料、
水道使用料や浄化槽使用料などに納め忘れがないか
もう一度ご確認いただき、期限が過ぎているものが
ありましたら、至急納めていただくようお願いします。

ダストボックス（ごみ捨て場）の
適正な利用のお願い
ダストボックスに、ごみ回収日ではな
い日にごみ出しをされている方がい
らっしゃいます。防災の観点からも、
ごみは分別表に定められた回収日に
出すようにお願いいたします
（朝9時までに出してください）。

総務課か のら お知らせ

住民課よりお知らせ 問い合わせ先  住民課　☎ 9-0011

日頃より、肩、腰、ひざが痛くてつらいなどお悩みの
方はぜひこの機会に参加してみましょう。
　日　程

10月６日（火）
午後１時から在宅サービスセンター通所者のためリハビリ教室
午後３時から一般の方を対象とした個別リハビリ教室

10月７日（水）
午前９時から老人会の方を対象としたリハビリ教室

　場　所：高齢者在宅サービスセンター
※一般の方でご希望の方は直接会場までお越しください。

理学療法士によるリハビリ教室

インフルエンザ予防接種のお知らせ
日　程：10月７日（水）～10月８日（木）

申し込みをされたお時間に予診票を持ってお越しくだ
さい。当日の午後はインフルエンザ予防接種の為、一
般診療は休診です。
※お子様は、母子手帳を必ずお持ちください。

こころの健康相談
精神科の尾内医師による個別相談を実施します。
ご家族やご本人のことで悩んでいることがある、
ストレスや疲れで体がつらいなどありましたら、　　
ご相談ください。
　日　程：10月 18日（日）～10月 19日（月）
※個別相談のため予約制です。時間、場所は要相談となります。

非常勤保健師来島のお知らせ
お子さまのことから介護のことまで、どのようなこと
でもお気軽にご相談ください。
相談を希望される方は、住民課までご連絡ください。
　日　程：10月 18日（日）～10月 21日（水）

臨床心理士による子育て相談
お子さまの成長にともなう心配事や育児のことで困っ
ていることがありましたら、ご相談ください。
　日　程：10月 26日（月）～10月 27日（火）
※個別相談のため予約制です。時間、場所は要相談となります。

利島村国民健康保険証カード化のお知らせ
これまでは、原則として 1世帯に 1枚の保険証を交付していましたが、
10 月 1日より、家族一人につき一枚のカード型保険証となります。

※利島村国民健康保険の被保険者の方には 9月中に保険証年度更新のお
知らせをお送りしていますが、もし、10月に入っても従来の保険証を
お持ちの方がいらっしゃいましたら、村役場住民課までご連絡をくださ
いますようお願いいたします。
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マイナンバー通知カードおよび個人番号カード申請書の郵送

員会から お知らせ教育委 の

「島しょ芸術文化振興事業」
利島村講演 落語（東京都生活文化局 共催）

　日　時：10 月 21 日（水）
　　　　午後 6時開演　午後 5時開場
　場　所：学校体育館
　受託者：一般社団法人落語協会

利島村・檜原村子ども体験塾実行委員会（スキー）

　日　時：平成28年１月３日（日）～７日（木）
　　　　４泊５日（うち船中１泊）（予定）
　場　所：長野県（予定）　
　対象者：小学３年生～高校生
　募集人数：10 名程度（応募人数が多い場合には、抽選

となります）
　参加費：10,000円（宿泊費、リフト代、レンタルスキー、

交通費等込み）
※レンタルウェアを希望する方は別途追加料金が必要と
なります。

　申込期間：10 月 23 日（金）午後５時まで
　申込先：利島村教育委員会　事務局

参加申込書につきましては、教育委員会より対象者に郵
送いたします。必要事項記載の上、申込期間までの教育
委員会へ持参願います。

　問合せ先

　利島村教育委員会　事務局　☎ 04992-9-0331

　　勤労福祉会館から

　ボウリング大会ボウリング大会  のお知らせのお知らせ

男女別個人戦

日　時：10月24日（土） 10月25日（日）
 ９: 00～  ９: 00～
10 : 30～ 10 : 30～
13 : 00～ 13 : 00～
14 : 30～ 14 : 30～
16 : 00～ 16 : 00～
17 : 30～
18 : 30～

申し込み期間　

10/6（火）午前 9：00 から勤労福祉会館にて受

け付けます。

申し込み方法

勤労福祉会館に直接来ていただくかお電話にて

申し込みください（9-0046）

皆様のご参加をお待ちしています ｡

10 月中旬頃からマイナンバー通知カードおよび
個人番号カード申請書が各世帯に簡易書留で郵送
されます。マイナンバー通知カードは、紛失しな
いよう大切に保管して下さい。（再発行は有料と
なる予定です。）
個人番号カード発行を希望される方（任意）は、
申請書に自身の顔写真を貼付の上、同封されてい
る返信用封筒を使用して申請して下さい。
個人番号カードの発行は無料です。
※申請先は利島村役場ではありません。必ず同
封されている封筒をご使用ください。

また、個人番号カードの申請はスマートフォン等

でも行えます。郵送された申請書の QRコードか
ら、申請用WEB サイトにアクセスし、必要事項
を記入の上、スマートフォン等で撮影した顔写真
のデータを添付し、送信すれば申請が完了となり
ます。
平成 28 年１月以降に、個人番号カード交付通知
書が送付されますので、同封された案内に沿って、
個人番号カードをお受取り下さい。
個人番号カード申請にあたり、顔写真の撮影が困
難な方は、村役場にて撮影・印刷を行いますので、
ご連絡下さい。
不明な点は、住民課までお問合せください。

ボランティア指導員も募集します。　
お手伝いいただける方は利島村教育　
委員会事務局までご連絡ください。
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平成２7年度　第２回東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業の募集について

問い合わせ先　：（公財）東京都島しょ振興公社 企画管理課 ☎ 03-5472-6546　または利島村役場 総務課 ☎ 04992-9-0011

募集期間　10 月 1 日（木）～ 11 月６日（金）

提 出 先　利島村役場

対象事業　新たに実施する下記の事業が対象となります。
対象事業　（１）地域資源を活用した特産品に関する事業
　　　　　（２）地域資源を活用した観光の振興に関す

る事業
　　　　　（３）上記（１）または（２）に関連した事業

展開に関する事業

事業期間　事業開始から２年以内

対象団体　（１）個人事業者、中小企業、組合等、財団
法人・社団法人・特定非営利活動法人、
複数の企業等で構成される中小企業グ
ループ、その他地域活性に資する取り
組みを行うと認められる法人等

　　　　　　　　※ただし、東京都島しょ地域に主たる事業所
を持ち、事業を営んでいること（法人の場
合は島しょ地域に登記、個人の場合は島
しょ地域に開業届出をしていること）。

　　　　　（２）操業を具体的に予定している方
　　　　　　　　※ただし、事業完了までに島しょ地域に

登記または開業届出が必要。

補助金額　補助対象経費の 10 分の９以内で 1,000 万
円を上限とする。ただし、ファンド助成事
業での助成金額は除く。

各種様式等　各種様式は、東京都島しょ振興公社のホー
ムページに掲載しています。

　　　　　　http://www.tokyoislands-net.jp/island-　
residen/tyusyoukigyouhojyo

注 意 点　この補助事業は、公益財団法人東京都中小
企業振興公社が実施する「東京都地域中小
企業応援ファンド地域資源活用イノベー
ション創出助成事業」（以下、「ファンド助
成事業」）への申請を条件とし、当該助成
事業の結果を踏まえ、交付・不交付を決定
します。なお、ファンド助成事業の申請書
類提出期間は、平成 27 年 11 月９日（月）
～ 11 月 13 日（金）で、事前に提出申し
込み（８月 27 日（木）～10 月３日（土））が
必要となりますので、希望される方は早め
にご相談ください。

夜間人権ホットライン
12 月 4 日～ 10 日の人権週間にあたり夜間「電話法律相談」を実施します。
差別や虐待などの人権問題や日常生活上の法律問題について、弁護士による法律相談を電話でお受けしま
す。人権侵害などに関する困りごとなどがありましたら、是非ご相談ください。
個人の秘密は厳守します。

相談日時：12 月 10 日（木）　午後５時～午後８時
相談電話：03（5808）0906 ／ 03（5808）0907
相談時間：１人あたり 10分程度
費　　用：無料

〔お問い合わせ〕
名　称 　公益財団法人　東京都人権啓発センター（相談担当）
住　所 　台東区橋場１丁目１番６号
電　話 　03-3871-0212 又は 03-3876-5373
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平成27年度赤い羽根共同募金運動キャッチフレーズ
「じぶんの町を良くするしくみ。」

平成27年度　赤い羽根共同募金運動キャッチフレーズ「じぶんの町を良くするしくみ。」
10 月１日より第 69 回赤い羽根共同募金運動が始まります。
本年も都内各地域の民間社会福祉施設・団体から様々な配分の要望が寄せられております。お寄せいた
だいたご寄付金は、子育て・家庭支援活動や、ＮＰＯ等による地域福祉活動など、地域福祉の推進を目
的とした民間の事業に重点を置いて配分いたします。
本年もご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金運動期間：平成 27年10月１日から平成28年3月31日まで
※東京都共同募金会は運動期間を 3月 31 日まで拡大しています。
　（運動期間を平成 27 年 12 月までとしている県もあります。）
※ご寄付金は通年受け付けています。
※各世帯にご協力をお願いする募金活動（地区募金及び地区歳末助け合い運動）は、平成 27 年 12 月末
までを目処に集約していただくようお願いしています。

平成 26 年度「赤い羽根共同募金（一般募金）」配分総額・配分件数及び募金額
　配分件数：1,359 件　配分総額：453,385,823 円
　（配分内訳）
  
  
  
  
  
  

※ご協力いただいた町会、自治会がおこなう小地域福祉活動などにもご寄付金の一部が活用されています。

赤い羽根共同募金運動のお知らせ

障がい者が働く施設の備品など 635 件 149,302,000 円
地域の方々のご要望に沿った福祉事業など 134 件 116,707,655 円
保育所や児童養護施設の備品など 298 件 69,182,440 円
高齢者が病院に通うための車両など 41 件 58,393,560 円
福祉施設・団体が行うさまざまな福祉推進活動など 250 件 55,740,168 円
更生保護施設のための備品など 1件 4,060,000 円

平成 26年度赤い羽根共同募金（一般募金）573,550,291 円
○赤い羽根一般募金配分金 ……………………………453,385,823 円
○災害等準備金積立金……………………………………35,000,000 円
○次年度配分充当金及び募金・配分の業務費等………85,164,468 円

問い合わせ先　：社会福祉法人　東京都共同募金会　☎ 03-5292-3182　Mail:chiku@tokyo-akaihane.or.jp

東邦航空８月の運行状況

全就航率      92.9％　

東海・神新汽船８月の運行状況

全就航率　72.6％（昨年 86.2％）
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村長だより（平成27年８月の動静）

　８月   ４日（火）
　　～   ５日（水）

愛らんどリーグ（神津島）

　８月  16 日（日）
　　～  17 日（月）

都環境局長、三宅都議来島
（椿害虫被害の視察）

　８月   22 日（土）
払沢の滝ふるさと夏まつり
（檜原村）

今月のカレンダー

次号は11月初旬に発行の予定です。 URL : http://www.toshimamura.org「広報としま」はホームページでもご覧になれます。

日 月 火 水 木 金 土

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

2015年 10月

可燃
可燃ごみ 不燃

資源
不燃ごみ
資源ごみ

高速船
Ｊ Ｆ

高速船
ジェットフォイル

大型船
さるびあ

大型客船
利島入港日

あぜりあ
下田行き

Ｆあぜりあ
下田直行便

あぜりあ
新島行き

Ｆあぜりあ
3島経由下田便

可燃
高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

高速船
Ｊ Ｆ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
下田行き

大型船
さるびあ

高速船
Ｊ Ｆ

あぜりあ
新島行き

＊平成 27 年 10 月 1 日から時間額907円
　に改正されました。
　東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

＊お問い合わせ先

　東京労働局労働基準部賃金課
　　　☎ 03-3512-1614（直通）

　東京都最低賃金総合相談支援センター
　　　☎ 0120-311-615

東京都最低賃金改正東京都最低賃金改正

デイケア
14:00～交流会館

歯科診療予約
受付開始
8 :15～診療所

歯科検診
　  16日まで

子育て広場
10 : 00 ～勤労福祉会館

定期予防接種
診療所午後休診

第1回インフル
エンザ予防接種
診療所午後休診

第1回インフル
エンザ予防接種
診療所午後休診

イブニングケア
16 : 00 ～交流会館

粗大ごみ回収日
回収依頼は16日までに
産環課へ

利島村大連合
運動会

有害ごみ回収日
（電池・蛍光管）

体育の日


